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②木造住宅無料耐震診断 

 

 

 

当事業は、申請が予算額に達した場合、受付を終了いたします。 

既にこの事業による耐震診断を実施したことがあるものは申請できません。 

 申請の前にお問い合わせください。 

 港区役所 ６階 建築課 構造・耐震化推進係 

                  TEL 03-3578-2295,2296,2845,2866 

●対象となる建築物 

1 平成１２年５月３１日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。 

2 
木造の専用住宅、兼用住宅(１／２以上が住宅)又は長屋（２戸以内）で、 

個人が所有しているもの。 

3 ２階建て以下で、在来軸組工法の建築物であること。 

 

●申込対象 

・対象となる建築物の所有者又は居住者（個人に限る） 

 

●診断費用 

診断費用 無 料 

 

●申請に必要な書類 

1 耐震診断申請書（第１号様式） 
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対象となる建築物であることが確認できる書類（いずれか１つ） 

①最新の固定資産税・都市計画税納税通知書（課税明細書を含む）の写し 

②登記事項証明書（全部事項証明書） 

③確認通知書の写し 

＊検査済証の写し又は港区等が発行する「台帳記載事項証明書」も可 

④権利書の写し 

3 申請者の住民票の写し 
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建物所有者の同意書（申請者が建物所有者でない場合又は共有で所有する

場合） 

建物居住者の同意書（申請者が居住していない場合） 

5 現況写真（建物の外観及び建物と敷地との関係が分かるもの） 

※その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。 

 

●診断の取りやめ届 

耐震診断の承認決定を受けた後、事情により耐震診断を取りやめるときは、耐

震診断取りやめ届（第４号様式）を提出してください。 

５ 戸建て住宅等耐震化支援事業 

区内にある一定の基準を満たす木造住宅について、区が技術者を
派遣し、無料で耐震診断を行います。 
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●取消事項 

次に該当するときは、耐震診断の決定を取消します。 

1 偽りその他不正な手段により、耐震診断の承認決定を受けたとき。 

2 法令又はこの事業に違反したとき。 

3 事情により耐震診断を取りやめたとき。 

 

●手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震診断日程等の調整 

事前相談 
事前相談は電話可。 

申請書は、港区ホームページにあります。 

＊申し込み期限は、12月末まで
です。 

耐震診断申請 

審査 

不承認（事前協議回答書） 承認決定（耐震診断承認決定通知書） 

耐震診断 

報告書の送付 

区窓口へ 

（郵送可） 

（耐震診断当日、技術者は「承認決定通知書」の写しを持参します。） 

（区が委託する技術者から連絡をします。 

耐震診断の日程等を、技術者と直接調整します。） 
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月
程
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